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実地指導等における重点項目等 

 

１ 管理者の責務、業務管理体制 

  管理者は、従業者の管理や業務の実施状況の把握など、事業所運営の全般を一元的

に管理するとともに、従業者に対して運営基準を遵守するよう必要な指揮命令を行う

ことが責務となり、基準省令及び解釈通知、報酬告示及び留意事項通知の内容を把握

していることが前提となります。（基準省令第 6条、第 51 条） 

  事業者は、障害者等の人格を尊重するとともに、関係法令を遵守し、障害者等のた

めに忠実に職務を遂行しなければなりません。（法第 51 条の２、規則第 34 条の 27、第

34 条の 28） 

ポイント 

① 管理者の兼務は、上記業務が適切に行えていることが前提であること。 

 （管理業務が適正に実施できないのであれば、他の職種との兼務は不可。） 

② 各種届出等の手続きは、実態に即した正確な内容で、遅滞なく行うこと。 

③ 法令遵守責任者は、基準違反、事務誤り等を未然に防止し、適正に事業運営がで

きるよう、実行性ある体制を整備すること。 

④ ②③について、変更事項が生じた場合は、速やかに変更届を提出すること。 

 

２ 人員基準（従業者の員数等） 

 障害福祉サービスを安全に実施し、かつ、一人一人の利用者の目標や自立に向けた

支援課題を克服するため、必要となる人員体制の確保は、障害福祉サービス事業者の

責務です。また、人員基準を満たしているかを確認するために、勤務表（予定・実績）

を毎月作成することは、事業運営において重要な作業となります。 

ポイント 

① 人員基準について、基準省令、解釈通知、本市基準条例、障害福祉サービス事業

者等指定申請の手引きなどの精読、行政機関への照会等を行い、複数名体制で正し

く理解していること。 

② サービス提供月の前月に勤務表（予定）を作成し、人員基準を満たしているか確

認すること。 

③ 出勤簿やタイムカード等により管理者・役員等を含めた当該事業所の全従業者の

勤怠管理を適正に実施して、勤務表（実績）に反映させ、人員基準を満たしていた

か確認すること。 

④ ②③の確認は、複数名体制で確実に行うこと。 

⑤ 万が一、人員欠如等を発見した際には、直ちに必要な措置を講じること。 

⑥ 従業者の採用時には、雇用契約書、辞令等により身分を明確にするとともに、必

要な資格者証等を確認し、その写しを保管すること。 
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３ 個別支援計画（基準省令 26 条、58 条） 

 サービス管理（提供）責任者が作成する個別支援計画は、利用者が自立した日常生

活を営むことができるよう適切かつ効果的なサービスを提供するための根幹に関わる

非常に重要な書類です。 

 個別支援計画は、利用者又はその家族に対し、支援上必要な目標及び内容等につい

て理解しやすいよう説明するための書類でもあります。 

ポイント 

① 個別支援計画の作成にあたっては、適切な方法により、利用者の有する能力、そ

の置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて、利用者の希望する

生活、課題等の把握（アセスメント）を行い、適切な支援内容を検討すること。 

② 個別支援計画の内容は、サービス提供が漫然かつ画一的なものとならないよう、

利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえて作成すること。 

③ 個別支援計画の内容を全従業者に周知し、支援目標等の共有を図った上で、計画

に沿ったサービスを提供すること。 

④ 提供したサービスの効果について継続的な評価を実施し、必要に応じた計画の見

直しを行うこと。 

４ サービス提供実績記録票、サービス実施記録（ヘルパー記録、日報、日誌等）（基準

省令第 19 条） 

 サービス提供実績記録票、サービス実施記録の役割は、以下のようなものがあげら

れます。 

 ・利用者の変化、従業者の気づき等を継続的に記録し、個別支援計画へ適切に反映

させることで、より質の高い支援につなげる役割 

 ・サービス提供した内容を、利用者と相互に確認しあうための役割 

 ・報酬請求上の挙証資料としての役割 

 ・事業者保護の役割（利用者等とのトラブル（訴訟等になった場合）） 

ポイント 

① サービスの提供日、具体的内容、実績時間数、利用者負担額等の必要な事項の記

録を行うこと。 

② サービスの提供の都度、利用者から確認を受けること。（居住系を除く） 

 

 サービス提供実績記録票に関する補足事項 

 令和２年度の押印廃止に伴い、「利用者確認印」から「利用者確認欄」に変更となり

ましたが、押印の廃止を強制するものではないため、利用者の状況等に応じて柔軟なご

対応をお願いします。（例：署名、レ点、〇印、押印等） 
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５ 給付費の算定（基本報酬） 

 障害福祉サービスは、一部の利用者負担額を除き、公費（税金）で運用されている

制度です。請求事務に関しては、誤りがないよう万全を期してください。 

 提供しようとするサービス内容に疑義がある場合には、受給者証の発行元である区

役所・支所への照会等を必ず行ってください。 

ポイント 

① 基本報酬について、報酬告示、留意事項通知などの精読、行政機関への照会等を

行い、複数名体制で正しく理解していること。 

② サービス提供実績記録票・サービス実施記録（ヘルパー記録、日誌、日報等）に

基づいて、実施日時、実施した支援内容等を確認すること。 

③ 報酬請求する際には、送信する請求データ等の内容に誤りがないか確認すること。 

④ ②③の確認は、複数名体制で確実に行うこと。 

⑤ 万が一、請求誤りを発見した際には、速やかに過誤調整を行うなど必要な措置を

講じること。 

 

６ 給付費の算定（各種加算） 

 各種加算は、上乗せのサービス提供が評価されて算定されるものです。その趣旨を

理解し、より質の高いサービスが提供され、かつ、最低限必要として定められている

要件を必ず満たしていなければ、算定は認められません。 

 算定要件を満たしておらず、返還に至る事例が多く発生しています。 

ポイント 

① 算定要件について、報酬告示、留意事項通知、指定障害福祉サービス事業者等ガ

イドブックなどの精読、行政機関への照会等を行い、複数名体制で正しく理解して

いること。 

② 加算の算定に必要となる人員の確保、サービスの実施、個別支援計画への位置づ

け、実施記録の整備などが算定要件を満たしているか、複数名体制で確実に確認す

ること。 

③ 万が一、算定誤りを発見した際には、速やかに過誤調整を行うなど必要な措置を

講じること。 

 

７ 虐待防止等（基準省令第 3条） 

 障害者虐待を未然に防止するため、「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と

対応の手引き」（令和 2 年 10 月 厚生労働省社会・援護局）等を参考に、必要な措置

を講じることが求められます。 

 身体拘束については、「身体拘束ゼロへの手引き」（平成 13 年 3 月 厚生労働省「身
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体拘束ゼロ作戦推進会議」）等を参考に、事業所全体での正当な理由のない身体拘束の

廃止に向けた取り組みが求められます。 

 ポイント 

① 虐待防止責任者を選定し、虐待防止責任者が中心となって利用者の人権擁護及び

虐待防止のために向けた必要な取組みを行うこと。 

② 研修等を通じて、従業者の人権意識を高めるとともに、従業者の知識や技術、特

別な支援を必要とする障害者の支援に関する知識や技術の向上を図ること。 

③ 虐待防止チェックリストを作成し、定期的に虐待防止のための自己評価を行うこ

と。 

④ 身体拘束等の実施が検討される場合には、充分な検討を行うとともに、利用者又

は家族への説明を行い、同意を得ること。 

⑤ 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合は、態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況、緊急やむを得ない理由を記録しておくこと。 

 

８ 非常災害対策（日中系、居住系）（基準省令第 70 条） 

ポイント 

① 非常災害に際して、必要な諸設備を整備すること。 

② 届出義務の有無にかかわらず、具体的な防災計画を策定すること。 

③ 関係機関への通報及び連携体制を整備すること。 

④ 消火訓練、避難訓練、救出訓練等を実施し、記録を整備すること。 

⑤ 水害又は土砂災害が発生する恐れのある要配慮者利用施設は避難確保計画を

作成・提出し、災害想定の訓練を実施すること。 

⑥ 非常用食料及び飲料水は、必要量を備蓄すること。 

＜事業所において最低限確保すべき備蓄量＞ 

食料 
日中系：（定員＋職員）の人数 × １日分（３食） 

居住系：（定員＋職員）の人数 × ３日分（９食） 

飲料水 

１食あたり１リットル 

日中系：（定員＋職員）の人数 × ３リットル 

居住系：（定員＋職員）の人数 × ９リットル 

 

９ 衛生管理等（基準省令 34 条） 

 新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症のまん延を防止するために、各事

業所において必要な措置を講じていただく必要があります。 

ポイント 

① 従業者が感染源となることを予防し、また感染の危険から守るため、手指を洗浄
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するための設備や使い捨て手袋、マスク等の備品を備えること。 

② 新型コロナウイルス感染症の対応については、厚生労働省及び名古屋市からの事

務連絡等により必要な情報収集を行うとともに、「３つの密」を避けることをはじめ

とした取組を行うこと。 

③ 職員及び利用者が新型コロナウイルス感染症の陽性者、濃厚接触者、PCR 検査の対

象者となった場合は、保健センター等と連携し感染拡大防止のための取組を行うと

ともに、障害者支援課へも連絡を行うこと。（67 ページのご案内を参照。）
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 実地指導における主な指摘事項 

 

１ 実地指導における主な指摘事項【全サービス共通】 

 

【実地指導の準備】 

事  例 留意事項 

○実地指導の当日、確認

書類が用意されてい

なかった。 

 

実地指導では原則として、実地指導の前年度から直近

の実績に係る書類を確認します。指定障害福祉サービ

ス事業者等指導・監査資料に記載されている確認書類

の準備をお願いします。なお、サービス提供に関する

書類は、５年間保管が義務付けられているのでご留意

ください。 

 

【人員基準・運営基準】 

内  容 
指摘に至った具体的事例・留意事項 

【○＝指摘事例 ●＝留意事項】 

○従業者の資格が確認

できない者がいたた

め、確認のうえ報告

すること。 

●資格証と氏名が異なる場合は、氏名変更の履歴が

わかる書類（運転免許証（裏面・表面両方）・年金

手帳・戸籍謄本等）で本人確認できるよう整備を

お願いします。 

○従業者に対して、利

用者等の秘密保持の

ための必要な措置を

講じること。 

○登録ヘルパー、管理者、サービス提供（管理）責

任者も含めすべての従業者に対して、秘密保持の

誓約書を徴取していなかった。 

○運営規程に不足等が

あったため、改める

こと。 

○重要事項説明書に不

足等があったため、

改めること。 

 

○運営規程と重要事項説明書に不整合があった。 

○重要事項説明書に提供するサービスの第三者評価

の実施状況の記載がなかった。 

●第三者評価の実施状況については、実施の有無、

実施した直近の年月日、実施した評価機関の名

称、評価結果の開示状況を記載します。第三者評

価を行っていない場合は、行っていない旨を明記

する必要があります。 

○代理受領額通知書

は、介護給付費・訓

練等給付費の支給を

受けた後に交付する

こと。 

●障害福祉サービスについては、請求月の翌月 20 日

前後に入金を確認した後に利用者へ代理受領額通

知書を交付するようお願いします。 

 

 （例）令和 4 年 3 月サービス提供→令和 4 年 4 月

請求→令和 4 年 5 月 20 日前後に入金 

よって令和 4 年 3 月サービス提供分は令和 4 年 5
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月 20 日以降に代理受領額通知書を交付して下さ

い。 

〇個別支援計画の充実

を図ること。 

○個別支援計画に同意

年月日を記載するこ

と。 

〇サービス提供開始ま

でに個別支援計画を

作成すること。 

（短期入所、計画相談支

援、地域活動支援（作

業所型・精神型）、福

祉ホームを除く） 

【個別支援計画の作成】 

〇個別支援計画の内容が具体的でなかった。 

〇サービス提供を開始してから一定期間経過後に個

別支援計画を作成していた。 

●利用者に対して行うサービスは、個別支援計画に基

づいたものでなければなりません。そのため、サー

ビス利用開始までに個別支援計画を作成し、利用者

から同意を得ておく必要があります。 

●担当職員が変わったとしても同様のサービスが提

供できるよう、個別支援計画にはサービスの内容や

留意点等を具体的に記載してください。 

●提供するサービスによっては、個別支援計画の作成

が適切に行われていない場合、減算が適用される場

合があります（P.21 参照）。個別支援計画の作成に

ついては実地指導等における指摘が多いため、指摘

内容をあわせて掲載しています。 

○サービスを提供した

際は、必要な事項を提

供の都度記録し、利用

者等から確認を受け

ること。 

【サービス提供の記録】 

○原則として、サービス提供の都度、実施したサービ

ス内容の記録と利用者による確認が必要であるが、

月に一度、まとめて利用者から確認を受けていた。 

●本市においては適正な給付を確保する観点から、サ

ービス提供の都度、その内容を記録し、利用者の確

認として押印・サイン等を受けることとしていま

す。 

●共同生活援助、施設入所支援及び療養介護について

は、サービス提供の都度の確認は必要ありません

が、月に一度、利用者からサービス提供の確認を受

けてください。 

○サービス提供におけ

る記録の充実に努め

ること。 

○請求内容と異なるサ

ービス提供が行われ

ていたため、改めるこ

と。 

【サービス提供の記録】 

○支援の内容が不明瞭な記載があった。 

○定期的な支援について、記録がすべて同じ内容で記

載されていた。（異常なし、特変なし等） 

○加算として評価される支援について、加算要件を満

たした支援の内容が記録されていなかった。 

 

●日々の記録の充実、書式の見直し等を行ってくださ

い。記録すべき内容については P.24 をご確認くだ

さい。 

●実地指導で提供記録が確認できない場合、給付費の

返還を求める場合があります。 
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○勤務表を適切に作成

すること。 

【勤務体制の確保等】 

 

○勤務表（予定・実績）が作成されていなかった。 

○実際の従業者の勤務状況と異なる内容で勤務表が

作成されていた。 

○職務の内容、常勤・非常勤の別、兼務関係等が記載

されていなかった。 

○従事する時間が第 5 週目まで記載されていなかっ

た。 

●人員基準・加算要件の確認は、暦月ごとに確実に行

ってください。また、人員欠如などが発生した場合

には、障害者支援課あてに連絡するとともに速やか

に必要な措置を講じてください。 

●指定申請書添付書類「従業者の勤務の体制及び勤務

形態一覧表（別紙２）」及び記入例を参照して、適切

に作成してください。 

●事業所内で複数の職種を兼務する職員については

段を分けて時間数を記入してください。（施設サー

ビスにおける調理員、ＧＨにおける夜間支援従事

者、日中支援加算で評価される日中支援を行う従業

者等） 

○事業の会計とその他

の事業の会計を区分

すること。 

【会計の区分】 

○事業所（サービス種別）ごとに会計を区分していな

かった。 

○支出について、区分されていなかった。 

●区分をする趣旨は、公費の使途を明確にするためで

す。人件費等の支出について、決算書類上、区分し

ていない費目については、合理的な按分比率（収入

額、利用者数等）を設定して区分してください。 

●特に社会福祉法人以外の法人が行う就労移行支援、

就労継続支援Ａ型及び就労継続支援Ｂ型の事業所

の会計処理については国通知（就労支援の事業の会

計処理の基準）を確認してください。 

○事故等が発生した際

は、関係市町村に報告

すること。 

【事故報告】 

○事故等の発生について、関係市町村に報告していな

かった。 

 

●報告を要する事故等は以下のとおりです。 

 ①対人事故 

 ②対物事故 

 ③感染症等の発生（新型コロナウイルス感染症につ

いては P.67～71 参照） 

 ④情報漏洩等 

 ⑤虐待及びその他の不祥事 
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●事故等が発生した際は、速やかに本市へ電話にて報

告（第一報）をしてください。その後、事故報告書

にて報告（郵送）してください。 

 本市以外の市町村が支給決定した利用者に係る事

故等の場合は、当該市町村にも速やかに報告してく

ださい。 

 

 事故報告書の様式はウェルネットなごやに掲載し

ております。  

ウェルネットなごや TOP ＞  事業者の方へ ＞ 障害

福祉サービス等の事業者指定・登録・請求事務 ＞ 

運営に関するお知らせ ＞ 運営上の留意事項 

 

 

１－１個別支援計画の作成等 

実地指導における 

指摘内容 
留意事項 

〇アセスメント・モニタリ

ングはサービス提供責任

者（サービス管理責任者）

が行うこと。 

個別支援計画作成のための手順の一環であることか

ら、アセスメント及びモニタリングはサービス提供責

任者（サービス管理責任者）が行う必要があります。 

〇個別支援計画には支援

内容を具体的に記録す

ること。 

居宅系サービスでは、サービス提供日・時間、具体的

な支援内容、通所・施設系サービスにおいては、利用

者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の

方針、生活全般の質を向上させるための課題、サービ

スの目標及びその達成時期、サービスを提供する上で

の留意事項を定めておく必要があります。 

〇計画に沿ったサービス

提供を行うこと。 

サービス提供は個別支援計画に基づいて行われなけ

ればなりません。個別支援計画の内容とサービス提供

の実態に乖離が生じた場合、速やかに個別支援計画を

見直すことが必要です。 

〇個別支援計画は利用開

始前までに作成してお

くこと。 

サービス提供は個別支援計画に基づいて行うもので

あるため、利用開始前に作成し、利用者の同意を得て

おくことが必須となります。特に施設・通所系サービ

スでは、サービス開始月中に利用者の同意を得ること

ができない場合、個別支援計画未作成減算の対象とな

るため、ご注意ください。 

〇定められた期間内にモ

ニ タ リ ン グ を 行 う こ

と。 

居宅系サービスについては概ね半年に 1 度は計画の

見直し（モニタリング）を行ってください。 

施設・通所系サービスにおいては、少なくとも６月に
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１回以上（自立訓練（機能・生活）、就労移行支援及び

自立生活援助は３月に１回以上）モニタリングを行う

必要があります。この期間内に実施できない場合、個

別支援計画未作成減算の対象となるため、ご注意くだ

さい。 

 1月目 2月目 3月目

個別支援計画未作成減算

所定単位数

×70/100
所定単位数 

×50/100 

減算が適用される月から３月未満の月に

ついては、所定単位数の 100 分の 70 を算

定します。 

減算が適用される月から連続して３月以

上の月については、所定単位数の 100 分の

50 を算定します。 

 

未
作
成
に
該
当 
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２ 実地指導における主な指摘事項【居宅系サービス】 

【対象サービス】 

居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・重 度 障 害 者 等 包 括 支 援・移動支援 

 

【報酬算定】 

内  容 
指摘に至った具体的事例・留意事項 

【○＝指摘事例 ●＝留意事項】 

○初回加算について、算定要

件を満たしていないため、

過誤調整（返還）を行うこ

と。 

○サービス提供開始までに、個別支援計画に利用者から

同意を得ていなかった。 

○サービス提供責任者が同行した記録がなかった。 

○暦月で過去２月にサービスを提供していない利用者

について、再度個別支援計画を作成して利用者から同

意を得ていない、又はサービス提供責任者が同行した

記録がなかった。 

○緊急時対応加算について、

算定要件を満たしていな

いため、過誤調整（返還）

を行うこと。 

○要請のあった時間、要請の内容、提供時刻及び緊急時

対応加算の算定対象である旨の記録がなかった。 

〇身体介護中心でないサービス（見守り等）を緊急的に

行った際に算定していた。 

〇要請から 24 時間以上経過してからサービス提供した

ものを算定していた。 

○緊急対応ではなく、サービス提供時間の変更で算定し

ていた。 

○利用者が診察等の医療を

受けている時間は、サービ

ス提供時間から控除する

こと（※診療等の時間の意

思疎通支援が認められて

いる場合は除く）。 

○医療機関への通院介助を行った場合において、診察

時間の記録がなく、診察時間を控除しなかったた

め、誤った報酬請求をしていた。 

○外出支援を伴うサービスで理美容院、整体へ行った

場合に、利用中の支援について個別の支給決定を受

けていない利用者に対して、利用時間を控除せず報

酬請求をしていた。 

●サービス提供時間中に、診察・リハビリテーショ

ン・訪問看護の医療保険等を利用する時間がある場

合は、医療保険等を利用する時間を記録するととも

に、報酬請求の際はサービス提供時間から控除して

ください。 

●理美容院、整体を利用する場合は、利用中はヘルパ

ーの手を離れていると考えられるため、原則として

利用時間は介護給付費・移動支援給付費を算定する

ことができません。ただし、利用中も支援を必要と

する旨個別の支給決定を受けている利用者について

は算定が可能です。 

●控除の方法は、終了時間からマイナスするのではな
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く、実際の診察時間を控除してください。 

 （9：00～12：00 の支援で 10：00～10：30 を控除する

場合、実績記録票には 1 行目に 9：00～10：00、2 行

名に 10：30～12：00 と記載します。） 

○２人介護について支給決

定がないものについて支

援をしていたため、必要な

過誤調整（返還）を行うこ

と。 

●２人介護については、利用者が市町村から「２人介護」

の支給決定を受けていなければ、報酬請求できませ

ん。支給決定がある場合は、受給者証に「２人介護可」

と記載されています。 

●２人介護の支給決定がある場合、具体的にどの支援に

対して２人介護が認められているか、サービス等利用

計画により確認してください。 

〇重度訪問介護を提供している

利用者に対して居宅介護を提

供する場合は、その間隔が２

時間以上の場合に限られてい

るため、満たさない者につき

必要な過誤調整(返還）を行う

こと。 

〇重度訪問介護サービス（外出支援でないもの）と居

宅介護サービスを、同一利用者に対して２時間以上

間隔を開けずに提供し、報酬請求していた。 

●居宅介護と重度訪問介護を併せた支給決定は行われ

ないことが原則ですが、併給の場合、各サービスは

２時間以上間隔を空けて行うものでなければなりま

せん。（重度訪問介護で外出サービスを行う場合を除

く） 

○特定事業所加算について、

算定要件を満たしていな

いため、必要な過誤調整

（返還）を行うこと。 

●実地指導において指摘対象となる主な事例を P.28  

に掲載しています。算定にあたっては毎月必ず要件

を満たしているか確認したうえで報酬請求するよう

にしてください。 

〇行動援護の支援計画シー

トが未作成だったため、支

援計画シート未作成減算

を適用すること。 

〇対象者について支援計画シート等を作成しないまま

サービス提供を行っていた。 

●行動援護の提供にあたっては、個別支援計画とは別

立てで支援計画シート等を作成し、あらかじめ支援

手順を詳細に定めておかなければなりません。利用

者ごとに支援計画シート等が作成されていない場

合、支援計画シート未作成減算の対象となります。

支援計画シート等の詳細については P.31 をご確認く

ださい。 

〇介護職員初任者研修課程修了

者であるサービス提供責任者

が作成した個別支援計画に基

づいて行われたサービスにつ

いては減算を適用すること。 

●居宅介護職員初任者研修課程修了者（介護職員初任

者研修課程修了者や旧２級ヘルパーを含む）をサー

ビス提供責任者として配置し、当該者が作成した居

宅介護計画に基づいて居宅介護を行う場合は、所定

単位数の 30％を減算します。 
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２－１居宅系障害福祉サービス及び移動支援におけるサービス提供記録の作成について 

 

みだしの件につきまして、実地指導等の際にご質問をいただくことが複数ありました

ので、以下の通り取扱いを整理しました。 

 

１ サービス提供記録への記録が必要な項目について 

 居宅系障害福祉サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護）を提供し

た場合は、以下の内容を記録することとされています（基準省令第１９条第１項、解釈

通知第三の３（９）①）。本市においては、サービス提供実績記録票（厚生労働省事務処

理要領「介護給付費等に係る支給決定事務等について」（令和３年４月改正）第７Ⅹ、名

古屋市移動支援事業実施要綱第１４条第３項）の他に、サービス提供記録（いわゆる伝

票、テレッサ等）を作成し記録を行っていただくこととしております。その記載例につ

いては以下の通りです。なお、「内容」については最低限必要となるものを示したもので

すので、必要に応じて追加をしてください。（移動支援サービスについても同様の取扱い

です） 

 なお、記載については、サービス提供が適切に行われたことが分かれば足りるもので

あり、利用者のプライバシーが漏洩等することの無いよう記録の持ち運び、保管等に十

分注意してください。 

項目 内容 記録の具体例 留意点 

提供日 年月日 令和３年３月１日  

サ ー ビ ス

提 供 時 刻

及 び 実 績

時間数 

サービス種別 

サービス区分 

（ 身 体 介 護

と 家 事 援 助

の別等） 

開始時刻 

終了時刻 

実績時間 

居宅介護（身体介護） 

7:00～8:00 1 時間 

 

居宅介護（家事援助） 

8:00～9:30 

（うち訪問看護利用の

た め 中 抜 け  8:30 ～

9:00）1 時間 

・複数のサービスを提供した場合、

区分が異なるサービスを提供した

場合、重度訪問介護で居宅内のサー

ビスと外出サービスを提供した場

合は、それぞれの時間を分けて記録

すること。 

・提供時間に中抜けが発生した場

合は、その旨が分かるように記録す

ること。（中抜け時間は請求不可。） 

利 用 者 の

氏名 

氏名 名古屋 太郎  

サ ー ビ ス

提 供 し た

従 業 者 の

氏名 

 

 

氏名 丸八 花子 ・２人介護でサービスを提供した場合

は、それぞれの従業者の氏名を記録す

ること。 

提 供 し た

サ ー ビ ス

の 具 体 的

な内容 

サービス種別 

サービス区分 

（ 身 体 介 護

と 家 事 援 助

居宅介護（身体介護） 

・更衣介助 

・清しき 

・移乗介助（ベッド→椅

・サービスの内容については、サー

ビス種別のみの記載は避け、可能な

限り具体的に記録すること。 

・あらかじめ記載されたサービス
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項目 内容 記録の具体例 留意点 

【 居 宅 内

の サ ー ビ

スの場合】 

の別等） 

サ ー ビ ス の

具 体 的 な 内

容 

（清掃、調理

等） 

子） 

居宅介護（家事援助） 

・調理（朝食及び昼食） 

・清掃（風呂） 

一覧にチェックや丸を付す形で記

録することも可能だが、具体的な内

容となるよう留意すること。 

提 供 し た

サ ー ビ ス

の 具 体 的

な内容 

【 外 出 を

伴 う サ ー

ビ ス の 場

合】 

サービス種別 

サ ー ビ ス 区 分

（ 必 要 不 可

欠 の 外 出 と

そ の 他 の 外

出の別等） 

サ ー ビ ス の

具 体 的 な 内

容 

（移動経路、

移動手段、目

的地、時刻） 

重度訪問介護（その他の

外出） 

9:00 自宅→（徒歩）→ 

9:10●●停→（バス）→ 

9:20▲▲停→（徒歩）→ 

9:30 美術館→ 

11:30 美術館 

→（徒歩）→ 

11:40▲▲停→（バス）

→ 

11:50●●停→（徒歩）

→ 

12:00 自宅 

 

移動支援（必要不可欠） 

9:00 自宅→（徒歩）→ 

9:15●●駅 

→（地下鉄）→ 

9:45▲▲駅→（徒歩）→ 

9:50★★作業所 

 

・移動の経路、移動手段、目的地、

時刻について具体的に記録するこ

と。 

・定例の通学等で、利用者から同意

を得ている居宅介護計画等の中で、

移動経路と所要時間があらかじめ

明記されている場合に限り、移動経

路を省略することも可能だが、その

場合でも目的地と移動手段は記録

すること。 

・病院等への外出において、提供時

間に中抜けが発生する場合は、その

時刻についても記録すること。（中

抜けは請求不可）  

・移動支援については、必要不可欠

の外出とその他の外出の区分を行

うこと。 

・外出支援について余暇活動等の

社会参加のための外出は、月 36 時

間として支給決定されていること

に留意すること。 
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２ サービス提供記録または他の書類に記録が必要な項目について 

 居宅系障害福祉サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護）を提供し

た場合は、以下の内容についても記録を行うことが必要となります。ただし、以下の内

容については、サービス提供記録（いわゆる伝票、テレッサ等）以外の書類等に記録す

ることも可能です。（移動支援サービスについても同様の取扱いです。） 

項目 内容 記録の具体例 留意点 

利 用 者 の

心 身 の 状

況、置かれ

て い る 環

境、他の保

健 医 療 サ

ー ビ ス ま

た は 福 祉

サ ー ビ ス

の 利 用 状

況等 

利用者の心身

の状況及び置

かれている環

境等 

足を 痛め て いる た め

歩行 につ ら そう な 様

子があり、継続して慎

重に見守りが必要。 

地下 鉄の 中 では 昨 日

作業 所で 参 加し た レ

クリ エー シ ョン の 話

をされた。今日も作業

所へ 通う こ とが 楽 し

みな様子。 

・サービス提供記録に記録す

る方法の他に、必要に応じて

他の書類等に記録する方法

も可。 

・「特変なし」等の記載は避

け、サービス提供の都度、利

用者の状況を具体的に記録

すること。 

利 用 者 負

担額 

金額 ●●●円 （障害福祉サービス） 

・利用者負担額については、サ

ービス提供の都度記録すること

が望ましいが、利用者負担上限

月額や、他事業所の利用状況を

考慮する際に１回あたりの利用

者負担額を算出することが困難

であるケースが想定されること

から、サービス提供の都度記録

することを必須とはしていな

い。 

・月ごとの利用者負担額につい

ては別途記録しておくこと。 

（移動支援サービス） 

・サービス提供実績記録票に記

録すること。 

・利用者負担上限月額が０円の

場合を除き、利用者負担額の上

限に達するまで、利用者負担額

管理表に他の項目と合わせて記

録すること。 
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３ その他 

 加算を算定される際は、別途記録が必要になる場合がありますので、報酬告示や留意

事項通知等をご確認ください。 

 

（参考省令・通知） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年９月２９日厚生労働

省令第１７１号） 第１６条、第１９条第１項 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービス等の人員、設備及び運営に関する基準について（平成１８年１２月６日障発第

１２０６００１号） 第三の３ （９）① 

名古屋市移動支援・地域活動支援にかかる事業の人員、設備及び運営に関する基準 第

１６条、第１９条第１項 
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２－２特定事業所加算(居宅系サービス)について実地指導等で指摘対象となる主な事例 

 

 算定要件 事例 

１ 計画的な研修の実

施 

登録ヘルパーも含めたすべての従業者又はサービス提供責任者１人１

人について、個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等

を定めた研修計画が策定されていない。 

研修を受講していない従業者又はサービス提供責任者がいる。 

２ 従業者の技術指導

等を目的とした会

議の定期的開催 

登録ヘルパーも含めたすべての従業者が会議に出席していない。また、

出席状況の分かる記録がない。 

会議の概要が記録されていない。 

会議が概ね１月に１回以上、開催されていない。 

複数のグループに分かれて会議を開催する際、後日開催した会議の記

録が残されていない。 

会議の内容が従業者の技術指導等を目的としたものでない。 

３ 文書等による伝達

及びサービス提供

後の報告 

文書等による伝達及びサービス提供後の報告が実施されていない。 

文書等による伝達及びサービス提供後の報告にかかる文書が適切に保

存されていない 

変更があったときのみにしか、文書等による指示・報告が実施されて

いない。 

伝達・報告の記録に「特変無し」としか記載されていない。 

一日で複数の従業者がサービス提供する場合の記録が不十分である。 

サービス提供責任者不在時の従業者間引継ぎが不十分である。 

４ 定期健康診断の実

施 

登録ヘルパーも含めたすべての従業者に対し、健康診断等を定期的に

実施していない（一部、健康診断等を定期的に受診していない従業者

が存在する）。 

事業主が費用負担すべきであるにもかかわらず、定期健康診断の受診

に要する費用を従業者に負担させている。 

５ 緊急時における対

応方法の明示 

緊急時等の対応方針、緊急時の連絡先及び対応可能時間等を記載した

文書を、利用者に交付していない。 

６ 人材要件・重度障

害者対応要件 

介護福祉士等の割合を前３月の実績で算出して加算の届出を行った事

業所が、直近３月の実績を毎月算出して加算要件を確認していない。 

７ 新規採用従業者へ

の同行研修 

新規に採用したすべての従業者に対して、熟練した従業者の同行によ

る研修を実施していない。 

同行者の氏名、具体的な研修内容等の記録が作成されていない。 

８ サービス提供前の

文書等による指示 

（重度訪問介護） 

サービス提供責任者が、当該利用者を担当する従業者に対し、当該利

用者に関する情報（前月のサービス提供時の状況等）やサービス提供

に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達していない。 

９ サービスの提供体

制 

（重度訪問介護） 

日中、夜間、深夜、早朝のいずれかの時間帯について、サービスが提

供されていない。 

年間を通して時間帯を問わずに（24 時間 365 日）重度訪問介護従業者

の派遣が可能となっていない。 
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※「文書等による伝達及びサービス提供後の報告」については、実地指導等におけ

る指摘件数が他の算定要件よりも極めて多いため、お気を付けいただきたい内容

を解説として記載いたします。 

事例 解説 

事例１ 

文 書 等 に よ

る 伝 達 及 び

サ ー ビ ス 提

供 後 の 報 告

が 実 施 さ れ

ていない 

算定要件では、サービス提供責任者から従業者への伝達は文

書等の確実な方法で実施することとされています。また、従業

者からサービス提供責任者への報告についても、サービス提供

責任者が文書等にて記録を保存しなければならないとされてい

ます。 

伝達や報告がサービス提供ごとに実施されていない場合、ま

たは実施していても口頭のみで文書等で残されていない場合

は、いずれも算定要件が満たされていないこととなります。 

事例２ 

文 書 等 に よ

る 伝 達 及 び

サ ー ビ ス 提

供 後 の 報 告

に か か る 文

書 が 適 切 に

保 存 さ れ て

いない 

サービスの提供に係る記録は５年間の保存が求められていま

す。伝達・報告の文書による記録についても、完結の日から 5

年間確実に保存できるよう、適切な管理をしていただくようお

願いします。 

電子メールや市販のシステム等の電子媒体を活用する場合

は、安全なバックアップ手段を確保する等の特段の注意をお願

いします。 

※記録が確認できない場合も、返還の対象となることがあり

ます。 

事例３ 

変 更 が あ っ

た と き の み

にしか、文書

等 に よ る 伝

達・報告が実

施 さ れ て い

ない 

算定要件では、「『前回のサービス提供時の状況』を除く事

項については変更があった場合に記載することで足りるものと

し、（以下略）」とあります。 

つまり、少なくとも「前回のサービス提供時の状況」は、 

毎回確実に伝達・報告し、文書に残す必要があります。 

事例４ 

伝達・報告の

記 録 に お い

て、「特変無

し」としか記

載 さ れ て い

ない 

実地指導等で事業所の取組状況を点検すると、「前回のサー

ビス提供時の状況」が「特変無し」等の連続である記録が散見さ

れますが、これでは前回のサービス提供時の状況が伝わらない

ため、報告の記録として不適切です。 

サービス提供責任者は、利用者の行動や言動、表情等につい

て、従業者にサービス提供時に知り得た情報を報告させて文書

として記録を残し、さらに次にサービス提供に入る従業者に伝

達を行う必要があります。 
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事例 解説 

事例５  

一 日 で 複 数

の 従 業 者 が

サ ー ビ ス 提

供 す る 場 合

の 記 録 が 不

十分 

伝達・報告は、毎回のサービス提供ごとに行われる必要があ

るため、同一の利用者に対して一日に複数の従業者がサービス

提供する場合は、特に注意が必要です。具体的には、枠外に掲

載の図のような対応が必要です。 

事例６  

サ ー ビ ス 提

供 責 任 者 不

在 時 の 従 業

者 間 引 継 ぎ

が不十分 

 土日、祝日、お盆、年末年始、又は夜間深夜早朝帯等でサー

ビス提供責任者が不在にしている場合、必ずしもサービス提供

責任者がサービス提供の都度従業者に指示を出して報告を受け

る必要はありませんが、必ず事前に一括指示を出して、適時事

後の報告を受ける必要があります。 

 なお、この場合においても、前回のサービス提供時の状況等

については、従業者の間で引き継ぎを行う等、適切な対応を図

るとともに、利用者の体調の急変等の際の対応のためサービス

提供責任者との連絡体制を適切に確保する必要があります。 

 

 

【事例５における図】 

 

例：同一の利用者に対し、10 時から 11 時まで A ヘルパーが、13 時から 14 時まで B ヘルパーがサービ

ス提供する場合 

 10  11  13  14   

 

 

  

 

 

 

 

 

サ責→ 

B ヘ ル パ

ーの伝達 

A ヘルパー 

→サ責の 

報告 

サ責→ 

A ヘルパー

の伝達 

Ａヘルパー 

サービス 

提供 

Ｂヘルパー 

サービス 

提供 

B ヘルパー 

→サ責の 

報告 

１ 

２ 

３ 

４ 
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２－３支援計画シート等を作成するサービス及び各種加算等 

 

１ 支援計画シート等の作成 

支援計画シート等を作成することが基準又は加算の要件となっているサービス種別

及び加減算は次の表のとおりです。 

サービス種別 支援計画シート等の作成に係る加減算 

行動援護 支援計画シート等未作成減算（作成していない場合） 

生活介護 重度障害者支援加算（Ⅱ） 

共同生活援助 重度障害者支援加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

施設入所支援 重度障害者支援加算（Ⅱ） 

 

※ 生活介護の重度障害者支援加算（Ⅱ）、共同生活援助の重度障害者支援加算（Ⅱ）、

施設入所支援の重度障害者支援加算（Ⅱ）については、「当該事業者において強度

行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者又は行動援護従業者養成研修修了者を

配置し、かつ、利用者の中に行動障害を有する者がいる場合は、当該者に係る支援

計画シート等を作成すること。」とされています。 

 

２ 作成すべき「支援計画シート等」の内容 

（１）上記１の各加減算において要件となる「支援計画シート等」とは、次のとおりで

す。 

① 支援計画シート 

② 支援手順書兼記録用紙 

※ 次ページ掲載の「重度訪問介護の対象拡大に伴う支給決定事務等に係る留意事項

について」（平成 26 年 3 月 31 日障障発 0331 第 8 号厚生労働省社会・援護局障害

保健福祉部障害福祉課長発出）にある「（参考１）支援計画シート（例）」及び「（参

考２）支援手順書兼記録用紙（例）」を参考に、各事業所の状況に応じた「支援計

画シート等」の策定を行って下さい。 

 

（２）「支援計画シート等」については、原則、個別支援計画（行動援護計画）とは別に

作成ください。事業所において所定の様式がある等により、両者を合わせて作成す

る場合は、必要な内容に不足が生じないようご留意ください。 
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３ 実地指導における主な指摘事項【日中系・居住系サービス】 

【対象サービス】 

療養介護・生活介護・短期入所・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援 

就労定着支援・自立生活援助・共同生活援助・施設入所支援 

【人員基準】 

内  容 
指摘に至った具体的事例・留意事項 

【○＝指摘事例 ●＝留意事項】 

○従業者の員数について、

適切に配置すること。 

【従業者の員数】 

 

○常勤職員が不在であった等、算定区分上必要とされる人員

配置を満たさない月があった。 

〇ＧＨにおいて夜間支援従事者や日中支援加算で評価される

日中支援を行う従業者の勤務時間を世話人・生活支援員の

常勤換算に含んで計算しており、実際は配置すべき人員基

準を満たしていなかった。 

●指定日からの経過期間に応じて人員配置計算の元となる平

均利用者数の算定方法が変わります。 

 

【運営基準】 

内  容 
指摘に至った具体的事例・留意事項 

【○＝指摘事例 ●＝留意事項】 

○非常災害用の食料及び

飲料水について、必要量

を備蓄すること。 

【名古屋市基準条例第 3

条・4条】 

○冷蔵庫・ロッカー等の転

倒・落下防止策を講じる

こと。 

●必要量の計算方法は以下の通りです。 

 食料  日中系：（定員＋職員）人分×１日分（３食） 

     居住系：（定員＋職員）人分×３日分（９食） 

 飲料水 日中系：（定員＋職員）人分×３リットル 

     居住系：（定員＋職員）人分×９リットル 

 

○生産活動に係る事業の収入

から生産活動に係る事業に

必要な経費を控除した額に

相当する金額が、利用者に

支払う賃金の総額以上とな

るよう、経営改善計画書に

従って生産活動収支の改善

を図ること。 

○作業収益だけで利用者の賃金をまかなうことができてい

ない。 

●作業収入が低い事業所につきましては、作業内容につい

て早急に見直しを行い、事業収益の確保に努めてくださ

い。 
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【基準省令 192 条】 

就労継続支援Ａ型 

 

【報酬算定】 

内  容 
指摘に至った具体的事例・留意事項 

【○＝指摘事例 ●＝留意事項】 

○欠席時対応加算につい

て、算定要件を満たして

いないため、過誤調整

（返還）を行うこと。 

日中活動系 

○２営業日より前に欠席の連絡があったにもかかわらず算定

していた。 

○利用者が利用を中止した以外の理由で算定していた。 

 【例】台風のため事業所の開所を中止した。 

○相談援助の内容を記録に残していなかった。 

○連絡があった日の記録がなかった。 

●電話等により欠席した利用者の状況を確認し、引き続き事

業所の利用を促すなどの相談援助を行うとともに、当該相

談援助の内容を記録する必要があります（「欠席」のみの

ような記録は認められません）。 

○送迎加算について、算

定要件を満たしていな

いため、過誤調整（返

還）を行うこと。 

日中活動系 

●送迎加算の算定要件 

・一回の送迎が平均 10 名以上であること 

・週３回以上送迎を行っていること 

加算（Ⅰ）：当該月で上記２点の要件を両方満たす場合 

加算（Ⅱ）：当該月でいずれか一方のみ満たす場合 

○上記２点の要件を満たしていないまま、加算（Ⅰ）を算定

していた。 

○利用者毎の送迎の内容（送迎場所、実施日等）の記録がな

かった。 

〇送迎加算について、算

定要件を満たしていな

いため、過誤調整（返

還）を行うこと。 

 短期入所 

 

 

〇短期入所事業所から日中活動系事業所に送迎したものにつ

いて加算を算定していた。 

●送迎加算の対象となる送迎については、事業所から居宅及

びその途中の最寄り駅や集合場所への送迎が対象であり、

病院や他事業所を利用するための移動は本来の送迎とは趣

旨が異なり、送迎加算の対象とはなりません（病院や日中

一時支援事業所がたまたま集合場所となっている場合を除

く）。なお、短期入所事業所のような利用者の宿泊場所に

ついては、居宅に準ずるものとして、送迎加算の対象とし
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て差し支えありません。（平 27.4．30 平成 27 年度障害福

祉サービス等報酬改定に関する Q&A（Vol1.2）問 31 より） 

○施設外就労を行う際

は、以下の点に留意す

ること。 

 （個別支援計画への位

置付け、個別支援計画

の実施状況並びに必要

な見直し、業務委託契

約書について必要な措

置を講じること 等） 

A 型、B型、就労移行 

○施設外就労について個別支援計画に明確に位置付けられて

いなかった。 

○個別支援計画の実施状況及び目標達成状況の確認並びに必

要な見直しを行っていなかった。 

○請負契約書の中で、作業の完成についての財政上及び法律

上すべての責任は事業所を運営する法人が負うものである

ことが明確にされていなかった。 

〇施設外就労先における職員の人員配置を満たしていなかっ

た。 

〇事業所内における職員の人員配置を満たしていなかった。 

●施設外就労の算定要件は P.38 をご参照ください。 

○短期入所におけるサー

ビス費について、適切

な区分で算定を行うこ

と。短期入所 

○短期入所におけるサービス費について、誤った区分で算定

を行っていた。 

●日中活動系サービス・放課後等デイサービス等を利用して

いる場合は、サービス費（Ⅱ・Ⅳ）を算定する必要があり

ますが、日中活動系サービス・放課後等デイサービス等を

利用していない場合でも、短期入所で昼食を摂っていない

場合は、原則サービス費（Ⅱ・Ⅳ）を算定する必要があり

ます。詳細は、P.40 をご参照ください。 

○食事提供体制加算につ

いて、算定要件を満た

さないため必要な過誤

調整（返還）を行うこ

と。 

●届出をしないまま当初の食事提供方法を変更したことで、

実地指導で要件を満たしていないことが発覚するケースが

多発しています。 

●当該加算は調理員の人件費充当のためのものなので、利用

者と共同で調理したものについては算定の対象となりませ

ん。 

 

〇重度障害者支援加算に

ついて、算定要件を満

たさないため必要な過

誤調整を行うこと。 

 生活介護、ＧＨ 

施設入所支援 

 

〇支援計画シート等を作成していなかった。 

〇従業者の要件を満たしていなかった。 

●生活介護の重度障害者支援加算（Ⅱ）※１、共同生活援助

の重度障害者支援加算（Ⅱ）※１、施設入所支援の重度障

害者支援加算（Ⅱ）※１については、「当該事業者におい

て強度行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者又は行

動援護従業者養成研修修了者を配置し、かつ、利用者の中
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に行動障害を有する者がいる場合は、当該者に係る支援計

画シート等を作成すること。」とされています。詳細は

P.31 をご参照ください。 

 ※１ 令和３年度より、重度障害者支援加算（Ⅱ）に変更

になります。 

 

〇夜間支援等体制加算

Ⅰ・Ⅱについて、算定

要件を満たさないため

必要な過誤調整を行う

こと。 

 宿泊型自立訓練、ＧＨ 

〇夜間支援（Ⅰ）・夜間巡回（Ⅱ）の記録がなかった。 

〇夜間支援の内容について、個別支援計画への位置づけがな

かった。 

●夜間支援従事者が、夜間・深夜の時間帯を通じて支援を行

うことが必要です。（夜間支援体制加算Ⅰについては、午

後 10 時から翌日の午前 5時までの間は最低限含むものと

すること。） 

●夜間支援従事者は、利用者の状況に応じ、就寝準備の確

認、寝返りや排せつの支援等のほか、緊急時の対応等を行

うこととし、夜間支援の内容については個別支援計画に位

置付ける必要があります。（夜間支援等体制加算Ⅰ） 
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②サービス管理責任者欠如減算

所定単位数

３－１人員欠如に該当する場合の減算について 

人員欠如に該当する場合、以下の通り基本報酬が減算されます。事業所においては、

毎月人員基準を満たしているかどうかを確認することが重要です。 

 

①生活支援員、看護職員、理学療法士、作業療法士、地域移行支援員、職業指導員、就労

支援員、就労定着支援員及び世話人の欠如について 

減算が適用される月から３月未満の月･･所定単位数の 100 分の 70 を算定。 

減 算 が 適 用 さ れ る 月 か ら 連 続 し て ３ 月 以 上 の 月･･所定単位数の 100 分の 50 を算定。 

減算が適用される月 

・人員基準上必要とされる員数から 1割を超えて減少した場合はその翌月 

・人員基準上必要とされる員数から 1割の範囲内で減少した場合はその翌々月 

・常勤又は専従など、員数以外の要件を満たしていない場合には、その翌々月 

 

②サービス管理責任者の人員欠如について 

減算が適用される月から 4月まで･･所定単位数の 100 分の 70 を算定。 

減 算 が 適 用 さ れ る 月 か ら 連 続 し て 5 月 以 上 の 月･･所定単位数の 100 分の 50 を算定 

減算が適用される月 

・人員基準上必要とされる員数を満たさないに至った翌々月 

 

         

〇注意点 

・ＧＨにおいて、夜間・日中支援従業者としての勤務時間は世話人・生活支援員の常勤

換算には含まれません。 

・人員欠如に該当する場合の具体的取扱いについては「障害者の日常生活および社会生

活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害

①サービス提供職員欠如減算

所定単位数

人
員
欠
如
に
該
当 

所定単位数 
×70/100 

所定単位数 
×50/100 

人
員
欠
如
に
該
当 

減
算
を
猶
予 所定単位数 

×50/100 

1 月目    2 月目     3 月目 
1 月目  2 月目   3 月目   4 月目   5 月目 

所定単位数 
×70/100 
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福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項

について（平成 18 年 10 月 31 日障発 1031001 号）」第二 1(8)をご確認ください。 

 

３－２施設外就労における留意事項について 

 

（１）対象サービス 

  就労継続支援Ａ型・Ｂ型、就労移行支援 

 

（２）概要 

  施設外就労：企業から請け負った作業を当該企業内で行う支援。 

 

（３）施設外就労に関する注意事項 

① 施設外就労については、当該施設外就労を行う日の利用者数に対して報酬算定上

必要とされる人数（常勤換算方法による。）の職員を配置する。 

 

例 7.5：1 で配置している場合 

施設外就労利用者 9名→常勤換算 1.2 名の職員が必要 

※ただし、施設外就労利用者に対しては施設内利用者に対する配置基準に即して常

時従業者を配置しなければならないため、2 名の職員配置が必要となる。（厚生

労働省確認済み） 

 

事業所については、施設外就労を行うものを除いた前年度の平均利用者数に対して

報酬算定上必要とされる人数（常勤換算方法による。）の職員を配置すること。 

 

例前年度利用者延べ数 7,075 名の内、施設外就労利用者 2,200 名 

開所日数合計 250 日、7.5：1 の職員配置である場合 

 

（7,075－2,200）÷250＝19.5 名 

施設外就労を行うものを除いた前年度の平均利用者数  

19.5÷7.5＝2.6 名←事業所内で配置すべき職員数（常勤換算） 

 

② 施設外就労の提供が、当該施設の運営規程に位置づけられていること。 

③ 施設外就労を含めた個別支援計画が事前に作成され、就労能力や工賃（賃金）の向

上及び一般就労への移行に資すると認められること。 

④ 緊急時の対応ができること。 
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⑤ 施設外就労により実施する作業内容について、発注元の事業所と契約しているこ

と。 

⑥ 施設外就労により就労している利用者については、施設外就労先又は事業所内に

おいて、利用者の支援状況等に応じ、支援に必要な回数、訓練目標に対する達成度

の評価等を行うこと。 

 

（４）施設外就労先の企業との請負契約上の注意 

① 請負作業に関する契約を締結すること。 

  ・作業の完成について財政上及び法律上のすべての責任は事業所を運営する法人が

負うことが明確にされていること。 

  ・施設外就労先から支払われる報酬は、完成された作業内容に応じて算定されるも

のであること。 

  ・作業に要する設備、備品等を借り入れる場合は賃貸借契約等が締結されているこ

と。 

② 請け負った作業についての利用者に対する必要な指導等は施設外就労先ではなく、

事業所が行うこと。 

・就労先の企業からは独立して行い、従業員が共同で処理しないこと。 

 

 

※施設外就労の詳細は、「就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）にお

ける留意事項について」（令和 3年 3月 30 日障障発第 0330 第 2 号）に示されてい

る内容を踏まえて行ってください。 
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３－３短期入所サービス費について 

 

報酬区分 考え方 

福祉型短期入所サービス費（Ⅰ） 短期入所のみを利用する場合 

福祉型短期入所サービス費（Ⅱ） 日中活動系サービスと併せて利用する場合 

福祉型短期入所サービス費（Ⅲ） 短期入所のみを利用する場合（障害児） 

福祉型短期入所サービス費（Ⅳ） 日中活動系サービスを併せて利用する場合（障害児） 

 

【報酬算定の基本的な考え方】 

○２泊３日の利用で、１日目の夕方から２日目の朝まで及び２日目の夕方から３日目の

朝まで利用 

⇒サービス費（Ⅱ・Ⅳ）を３日分算定 

日中サービスを利用していない場合でも、短期入所で昼食を摂っていない日は、原則

サービス費（Ⅱ・Ⅳ）を算定する。 

 

○２泊３日の利用で 1日目の朝から３日目の朝まで利用 

 ⇒１日目及び２日目はサービス費（Ⅰ・Ⅲ）を、３日目はサービス費（Ⅱ・Ⅳ）を算

定する。 

 なお昼食を提供した場合でも、同日に日中活動系サービス・放課後等デイサービス等

を利用した場合は、サービス費（Ⅱ・Ⅳ）を算定する。 

 

【報酬算定の基本的な考え方（フロー） はい：   いいえ：   】 

 

 

短期入所以外の日中活動系サービスを利用した   サービス費（Ⅱ・Ⅳ） 

                           

短期入所において昼食の提供を実施した（原則） 

                  

サービス費（Ⅱ・Ⅳ）     サービス費（Ⅰ・Ⅲ） 

 

 

主なＱ＆Ａ 

※平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るＱ＆Ａ 
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問 110 

平成 21 年４月以降については、次のような場合には、どの短期入所サービス費を算

定すればよいか。 

ケース① 

障害者が日中他の障害福祉サービスを利用し、夕方から福祉型短期入所を利用し、翌

日の早朝に帰宅する場合。 

ケース② 

障害児が昼前から福祉型短期入所を利用し、翌日に朝から養護学校に通った場合。 

答 

福祉型短期入所サービス費については、日中においても短期入所サービスの提供を行う

場合に、福祉型短期入所サービス費（Ⅰ）又は（Ⅲ）を算定することとし、それに該当

するかどうかは当該短期入所における昼食の提供をもって判断することとする。昼食の

提供を行わない場合には、日中においてサービスを提供していないと整理して、福祉型

短期入所サービス費（Ⅱ）又は（Ⅳ）を算定することとする。 

 この考え方に立つと、 

ケース① 

 福祉型短期入所サービス費（Ⅱ）を２日分算定する。 

 

ケース② 

 1 日目は福祉型短期入所サービス費（Ⅲ）を、２日目は福祉型短期入所サービス費

（Ⅳ）を算定する。 

 

問 112 

福祉型短期入所サービス費について、日中においても短期入所サービスの提供を行う

場合には、1日当たりの支援に必要な費用を包括的に評価している福祉型短期入所サ

ービス費（Ⅰ）又は（Ⅲ）を算定することとし、それに該当するかどうかは当該指定

短期入所における昼食の提供をもって判断することとし、昼食の提供を行わない場合

には、日中においてサービスを提供していないと整理して、福祉型短期入所サービス

費（Ⅱ）又は（Ⅳ）を算定することになっているが、日中において福祉型短期入所サ

ービスを利用した利用者に対して利用者の体調等の都合により、昼食の提供を行わな

かった場合については、いずれのサービス費を算定することとなるのか。 

答 

昼食の提供をもって（Ⅰ）若しくは（Ⅲ）と（Ⅱ）若しくは（Ⅳ）の適用を判断するこ

ととしたのは、個別案件ごとに日中におけるサービス提供の有無を判断することを要し

ないためのメルクマール（指標）として示したものであり、日中におけるサービス提供
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の有無を明らかに判断できる材料がある場合にまで、このメルクマール（指標）による

必要はない。 

 ゆえに、この場合においては、日中においても短期入所サービスの提供を行ったこと

が明らかであるので、サービス費（Ⅰ）又は（Ⅲ）算定することとする。 
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４ 実地指導における主な指摘事項【相談支援事業】 

【対象サービス】 

計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援 

【運営基準】 

内  容 
指摘に至った具体的事例・留意事項 

【○＝指摘事例 ●＝留意事項】 

○アセスメント及びモニタリン

グは利用者の居宅等を訪問し

て行うこと。【基準省令第 15 条

1(六)、3(二)】 

○日中活動の場を訪問し、モニタリング等を行って

いた。 

●「居宅等」とは、居住の場（自宅、共同生活援助

等の住居）を指しており、日中活動系事業所への

訪問は「居宅等」に該当しません。 

【報酬算定】 

内  容 
指摘に至った具体的事例・留意事項 

【○＝指摘事例 ●＝留意事項】 

○サービス等利用計画の同意年

月日を明らかにすること。 

○サービス利用支援費の算定の根拠となる日は「利

用者への同意年月日」であるが、同意年月日が不

明瞭であった。 

○同一の月において、同一の支給

決定障害者等に対して 指定

継続サービス利用支援を行っ

た後に指定サービス利用支援

を行った場合に、継続サービス

利用支援費の算定を行ってい

るものが見受けられたため、必

要な過誤調整を行うこと。 

○同一月でモニタリング実施後にサービス等利用

計画を作成した場合は、「サービス利用支援費」

しか算定できないところを「継続サービス利用支

援費」も併せて算定していた。（モニタリングの

実施月とサービス等利用計画の同意日が月をま

たいでいた場合も同様） 

●モニタリング実施後にサービス等利用計画を作

成した場合の報酬算定について、詳細は P.44 を

参照してください 

〇サービス提供時モニタリング

加算の算定要件を満たさない

ものがあったため、必要な過誤

調整（返還）を行うこと。 

〇継続サービス利用支援をやむをえず利用者宅で

実施できなかったため、代わりに日中活動系事業

所に訪問して行ったものについて、継続サービス

利用支援費に加えてサービス提供時モニタリン

グ加算を算定していた。 

〇算定に必要な記録（障害福祉サービス等の事業所

等におけるサービスの提供状況、サービス提供時

の計画相談支援対象障害者等の状況、その他必要

な事項）がなかった。 
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モニタリング実施月に継続サービス

利用支援費を算定する。 

４－１モニタリング実施後にサービス等利用計画を作成した場合の報酬算定について 

【想定される対象月】 

・計画相談支援給付（障害福祉サービス）の利用更新月 

・モニタリング後にサービス等利用計画の見直しがされた月 

【基本的取り扱い】 

 サービス利用支援費の算定要件であるアセスメントのプロセスをモニタリングで実施

したとみなすため、継続サービス利用支援費は算定しない。 

そのため、サービス利用支援費のみを算定する。 

 サービス等利用計画の同意がモニタリングの翌月（月をまたいだ場合）であっても同

様の取り扱い。 

【事例①】 

標準的な支給決定の場合 

支給決定期間：R２年１月１日～R２年 12 月 31 日（モニタリングは６月ごと） 

【モニタリング月：  サービス等利用計画作成月： 】 

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

 

 

 

 

 

【事例②】 

新規で支給決定が出た場合 

支給決定期間 R２年１月 10 日～R２年 12 月 31 日 

モニタリング期間２月～４月は毎月 ⇒以後３ヵ月ごと 

【モニタリング月：  サービス等利用計画作成月： 】 

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

 

 

 

  

モニタリングを実施 

⇒継続サービス利用支援費を算定

する。 

モニタリング及びサービス等利用計画（案・本計画）

を作成⇒サービス利用支援費のみ算定する。※本計

画の同意日が翌月になっても継続サービス利用支援

費は算定しない。 

２月にサービス等利用計画の同意及び

同意後にモニタリングを実施した場合 

⇒サービス利用支援費及び継続サービ

ス利用支援費を算定する。 

モニタリング及びサービス等利用

計画（案・本計画）を作成 

⇒サービス利用支援費のみ算定す

る。※本計画の同意日が翌月になっ

ても継続サービス利用支援費は算

定しない。 
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【事例③】 

支給期間の途中にサービスの変更があった場合 

支給決定期間 R3 年 1 月 1 日～R3 年 12 月 31 日 （モニタリングは毎月ごと） 

【モニタリング月：  サービス等利用計画作成月： 】 

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な告示・Ｑ＆Ａ等 

【留意事項通知】 

 計画相談支援費については、障害福祉サービス又は地域相談支援の支給決定等の有効期限の終期月

等において、指定継続サービス利用支援を行った結果、支給決定等の更新等の申請がなされ、同一の

月に当該申請に係る指定サービス利用支援を行った場合には、サービス等利用計画作成の一連の支援

であることから、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみ算定するものとする。 

 なお、障害福祉サービス又は地域相談支援の支給決定等に当たって指定サービス利用支援を行った

後、同一の月に当該支給決定者等に係るサービスの利用状況を検証するための指定継続サービス利用

支援を行った場合には、サービス利用支援費及び継続サービス利用支援費の両方を算定できるものと

する。 

１月から５月及び７月から

11 月まで毎月モニタリング

を実施 

⇒継続サービス利用支援費

を算定する。 

6 月にモニタリングの結果、支給決定内容の変更が生

じ、サービス利用支援を実施 

⇒6 月分の継続サービス利用支援費は算定せず、サー

ビス等利用計画の同意月にサービス利用支援費を算

定する。 

※利用者との同意の関係上、サービス利用支援費を翌

月に算定しても、６月分の継続サービス利用支援費は

算定しない。 

モニタリング及びサービス等利用計画

（案・本計画）を作成 

⇒サービス利用支援費のみ算定する。 

※本計画の同意日が翌月になっても継続

サービス利用支援費は請求しない。 
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【相談支援に係るＱ＆Ａについて（平成 25 年 2 月 22 日厚生労働省事務連絡）】 

問 53 

計画相談支援給付費の算定に当たっての基本的な考え方如何。 

答 

○ サービス利用支援費及び継続サービス利用支援費は、月額報酬のため同一の月に複数

回行ったとしてもサービス利用支援費については 1600 単位（当時）、継続サービス利

用支援費については 1300 単位（当時）しか算定することはできない。 

○ 同一の月に継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場合は、

継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定する。 

○ サービス利用支援を行った後、同一の月に継続サービス利用支援を行った場合は、サ

ービス利用支援費及び継続サービス利用支援費の両方を算定できる。 

 

問 56 

継続サービス利用支援を行った結果、利用者の状態に変化があり、新たな支給決定若

しくは支給量の変更等の必要が生じた場合、新たなサービス等利用計画を作成する必

要があるので、継続支援サービス利用ではなくサービス利用支援として 1600 単位（当

時）/月を算定できるか。 

答 

○ お見込みの通り。 

○ なお、継続サービス利用支援を行った結果サービス等利用計画を作成するという一連

の流れで行っている場合は、計画作成のアセスメントのプロセスをモニタリング（継

続サービス利用支援）で行えているため、月をまたいだ場合も同様に継続サービス利

用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定する。 

 

問 57 

継続サービス利用支援を行った直後に、利用者の心身の状況の急変や転居による環境

の変化等により、新たな障害福祉サービス等の申請又は支給決定の変更の申請を行う

ことが必要となり、同一の月に継続サービス利用支援とサービス等利用支援を行うこ

ととなった。 

 継続サービス利用支援とサービス利用支援を一連の流れで行ったわけではないの

で、継続サービス利用支援費及びサービス利用支援費の両方を算定してもよいか。 

答 

○ 同一の月に継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場合は、

継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定する。 
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問 58 

障害福祉サービスの体験利用（短期間）を行うための支給決定に係るサービス利用

支援を行った後、同一の月に当該支給決定等に係るサービスの利用状況を検証するた

めの継続サービス利用支援を行い、その結果支給決定等の更新等の申請がなされ、同

一の月に当該申請に係るサービス利用支援を行った場合には、計画相談支援費の算定

はどのように行うこととなるのか。 

答 

○ 同一の月にサービス利用支援と継続サービス利用支援を行うことと市町村が決定し

た者については、サービス利用支援費と継続サービス利用支援費を算定する。 

○ さらに、同一の月にサービス利用支援を行った場合であっても、サービス利用支援

費は月額報酬のため、サービス利用支援を行った回数分請求することはできない。 
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（
障
害
者
福
祉
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
障
害
者
虐
待
に
係
る
通
報
等
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障
害
者
虐
待
防
止
法
第
十
六
条
障
害
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施
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従
事
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等
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速
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に
、
こ
れ
を
市
町
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通
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な
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な
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。

２
障
害
者
福
祉
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
障
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け
た
障
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そ
の
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出
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が
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る
。
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刑
法
の
秘
密
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示
罪
の
規
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そ
の
他
の
守
秘
義
務
に
関
す
る
法
律
の
規
定
は
、
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
通
報
（
虚
偽
で
あ
る
も
の
及
び
過
失
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
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て
同

じ
。
）
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な
い
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。
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、
虐
待
防
止
に
お
い
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
取

り
組
み
と
い
え
ま
す
。

・
車
い
す
や
ベ
ッ
ド
等
に
縛
り
付
け
る

・
手
指
の
機
能
を
制
限
す
る
た
め
に
、
ミ
ト
ン
型
の
手
袋
を
付
け
る

・
行
動
を
制
限
す
る
た
め
に
、
介
護
衣
（
つ
な
ぎ
服
）
を
着
せ
る

・
支
援
者
が
自
分
の
体
で
利
用
者
を
押
さ
え
付
け
て
行
動
を
制
限
す
る

・
行
動
を
落
ち
着
か
せ
る
た
め
に
向
精
神
薬
を
過
剰
に
服
用
さ
せ
る

・
自
分
の
意
思
で
開
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
居
室
等
に
隔
離
す
る

等

身
体
拘
束
に
あ
た
る
と
さ
れ
る
行
為
（
例
）

身
体
拘
束
に
あ
た
る
と
さ
れ
る
行
為
（
例
）

指定指導係（事業者指導担当）関係
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身
体
拘
束
の
適
正
化
の
推
進

9

「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ

く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
等
に
は
、

緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
身
体
拘
束
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
、
や
む
を
得
ず
身
体
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
様
態
及
び
時
間
、

そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
そ
の
他
必
要
な

事
項
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

や
む
を
得
ず
身
体
拘
束
を
行
う
と
き
の
留
意
点

や
む
を
得
ず
身
体
拘
束
を
行
う
と
き
の
留
意
点

緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
と
は
・
・
・

※
以
下
の
す
べ
て
を
満
た
す
こ
と

①
切
迫
性

利
用
者
本
人
又
は
他
の
利
用
者
等
の
生
命
、
身
体
、
権
利
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ

る
可
能
性
が
著
し
く
高
い
こ
と
が
要
件
と
な
り
ま
す
。

②
非
代
替
性

身
体
拘
束
そ
の
他
の
行
動
制
限
を
行
う
以
外
に
代
替
す
る
方
法
が
な
い
こ
と
が

要
件
と
な
り
ま
す
。

③
一
時
性

身
体
拘
束
そ
の
他
の
行
動
制
限
が
一
時
的
で
あ
る
こ
と
が
要
件
と
な
り
ま
す
。

指定指導係（事業者指導担当）関係
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身
体
拘
束
の
適
正
化
の
推
進

1
0

・
組
織
に
よ
る
決
定
と
個
別
支
援
計
画
へ
の
記
載

管
理
者
、
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
、
虐
待
防
止
に
関
す
る
責
任
者
等
が
会
議
等
で
慎
重
に

検
討
・
決
定
し
ま
す
。

身
体
拘
束
を
行
う
場
合
に
は
、
個
別
支
援
計
画
に
身
体
拘
束
の
様
態
及
び
時
間
、
緊
急
や

む
を
得
な
い
理
由
を
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
本
人
・
家
族
へ
の
十
分
な
説
明

利
用
者
本
人
や
家
族
に
十
分
に
説
明
を
し
、
了
解
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

・
必
要
な
事
項
の
記
載

身
体
拘
束
を
行
っ
た
場
合
に
は
以
下
の
記
録
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
態
様
・
時
間

②
利
用
者
の
心
身
の
状
況

③
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由

④
そ
の
他
必
要
な
事
項

や
む
を
得
ず
身
体
拘
束
を
行
う
と
き
の
手
続
き

や
む
を
得
ず
身
体
拘
束
を
行
う
と
き
の
手
続
き

必
要
な
記
録
が
な
い
場
合
は
、

身
体
拘
束
廃
止
未
実
施
減
算
が
適
用

と
な
り
ま
す
※

※
訪

問
系

サ
ー

ビ
ス

は
令

和
５

年
４

月
か

ら
適

用

指定指導係（事業者指導担当）関係

-57-



虐
待
防
止
委
員
会
の
役
割

1
1

・
研
修
計
画
の
策
定

・
職
員
の
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

・
苦
情
解
決

・
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
集
計
、
分
析
と
防
止
の
取
組
検
討

・
事
故
対
応
の
総
括

・
他
の
施
設
と
の
連
携

・
身
体
拘
束
に
関
す
る
適
正
化
に
つ
い
て
の
検
討

等

指定指導係（事業者指導担当）関係
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虐
待
防
止
委
員
会
の
例

1
2

虐
待
防
止
委
員
会

委
員
長
：
管
理
者

委
員
：
虐
待
防
止
マ
ネ
ジ
ャ
ー

（
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
）

看
護
師
・
事
務
長

利
用
者
や
家
族
の
代
表
者

苦
情
解
決
第
三
者
委
員
な
ど

虐
待
防
止
委
員
会

委
員
長
：
管
理
者

委
員
：
虐
待
防
止
マ
ネ
ジ
ャ
ー

（
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
）

看
護
師
・
事
務
長

利
用
者
や
家
族
の
代
表
者

苦
情
解
決
第
三
者
委
員
な
ど

虐
待
防
止
マ
ネ
ジ
ャ
ー

各
部
署
の
責
任
者

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
な
ど

虐
待
防
止
マ
ネ
ジ
ャ
ー

各
部
署
の
責
任
者

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
な
ど

虐
待
防
止
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
役
割

・
各
職
員
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
実
施

・
倫
理
綱
領
等
の
浸
透
、
研
修
の
実
施

・
ひ
や
り
・
ハ
ッ
ト
事
例
の
報
告
、
分
析
等

・
身
体
拘
束
に
関
す
る
適
正
化
に
つ
い
て

の
検
討

等

職 員職 員
職 員職 員

職 員職 員

虐
待
防
止
マ
ネ
ジ
ャ
ー

各
部
署
の
責
任
者

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
な
ど

虐
待
防
止
マ
ネ
ジ
ャ
ー

各
部
署
の
責
任
者

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
な
ど

職 員職 員
職 員職 員

職 員職 員

虐
待
防
止
マ
ネ
ジ
ャ
ー

各
部
署
の
責
任
者

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
な
ど

虐
待
防
止
マ
ネ
ジ
ャ
ー

各
部
署
の
責
任
者

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
な
ど

職 員職 員

職 員職 員
職 員職 員

事
業
所

事
業
所

虐
待
防
止
委
員
会

委
員
長
：
管
理
者

委
員
：
虐
待
防
止
マ
ネ
ジ
ャ
ー

（
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
）

看
護
師
・
事
務
長

利
用
者
や
家
族
の
代
表
者

苦
情
解
決
第
三
者
委
員
な
ど

虐
待
防
止
委
員
会

委
員
長
：
管
理
者

委
員
：
虐
待
防
止
マ
ネ
ジ
ャ
ー

（
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
）

看
護
師
・
事
務
長

利
用
者
や
家
族
の
代
表
者

苦
情
解
決
第
三
者
委
員
な
ど

虐
待
防
止
委
員
会

委
員
長
：
管
理
者

委
員
：
虐
待
防
止
マ
ネ
ジ
ャ
ー

（
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
）

看
護
師
・
事
務
長

利
用
者
や
家
族
の
代
表
者

苦
情
解
決
第
三
者
委
員
な
ど

虐
待
防
止
委
員
会

委
員
長
：
管
理
者

委
員
：
虐
待
防
止
マ
ネ
ジ
ャ
ー

（
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
）

看
護
師
・
事
務
長

利
用
者
や
家
族
の
代
表
者

苦
情
解
決
第
三
者
委
員
な
ど

合
同
開
催

も
可
能

事
業
所

合
同
開
催

も
可
能

虐
待
防
止
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
役
割

・
各
職
員
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
実
施

・
倫
理
綱
領
等
の
浸
透
、
研
修
の
実
施

・
ひ
や
り
・
ハ
ッ
ト
事
例
の
報
告
、
分
析
等

・
身
体
拘
束
に
関
す
る
適
正
化
に
つ
い
て

の
検
討

等

虐
待
防
止
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
役
割

・
各
職
員
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
実
施

・
倫
理
綱
領
等
の
浸
透
、
研
修
の
実
施

・
ひ
や
り
・
ハ
ッ
ト
事
例
の
報
告
、
分
析
等

・
身
体
拘
束
に
関
す
る
適
正
化
に
つ
い
て

の
検
討

等

指定指導係（事業者指導担当）関係
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虐
待
防
止
に
向
け
た
取
り
組
み

1
3

・
年
齢
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
接
し
方

・
訴
え
に
対
し
て
故
意
に
無
視
す
る

・
家
族
の
意
向
を
優
先
す
る

・
個
人
よ
り
集
団
生
活
を
優
先
す
る

・
本
人
の
意
思
を
無
視
し
て
勝
手
に

決
め
る

・
職
員
研
修
が
行
わ
れ
て
い
な
い

・
記
録
が
き
ち
ん
と
書
か
れ
て
い
な
い

日
頃
気
に
な
る
対
応
は
単
な
る
小
さ
な
出
来
事
で
し
ょ
う
か
？

日
頃
気
に
な
る
対
応
は
単
な
る
小
さ
な
出
来
事
で
し
ょ
う
か
？

20
21

年
度

愛
知

県
障

害
者

虐
待

防
止

・
権

利
擁

護
研

修
資

料
社

会
福

祉
法

人
豊

明
福

祉
会

大
谷

真
弘

氏
「

虐
待

防
止

の
た

め
に

私
た

ち
が

で
き

る
こ

と
」

よ
り

小
さ
な
出
来
事
が
少
し
ず
つ
大
き
く
な
っ
て

大
き
な
事
故
・
事
件
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す

自
分
が
さ
れ
た
ら
嫌
な
こ
と
を
利
用
者
に
し
て
い
ま
せ
ん
か

常
に
相
手
の
立
場
に
立
ち
、
適
切
な
支
援
を
心
が
け
ま
し
ょ
う

指定指導係（事業者指導担当）関係
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虐
待
防
止
に
向
け
た
研
修
・
事
業
の
ご
案
内

1
4

『
名
古
屋
市
高
齢
・
障
害
福
祉
職
員
研
修
』

（
権
利
擁
護
研
修
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
研
修
）

詳
し
く
は
名
古
屋
市
社
会
福
祉
協
議
会
社
会
福
祉
研
修
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
参
照
願
い
ま
す
。

『
名
古
屋
市
強
度
行
動
障
害
者
支
援
事
業
』

対
応
困
難
な
強
度
行
動
障
害
者
の
支
援
な
ど
に
お
困
り
の
事
業
所
に
対
し
、

強
度
行
動
障
害
に
か
か
る
総
合
的
な
事
業
を
実
施
す
る
も
の
で
す
。

〇
強
度
行
動
障
害
者
相
談
支
援
事
業

専
門
の
相
談
員
が
電
話
に
て
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

〇
強
度
行
動
障
害
専
門
支
援
員
派
遣
事
業

事
業
所
に
専
門
支
援
員
を
派
遣
し
、
職
員
と
一
緒
に
支
援
方
法
を
考
え
、

知
識
・
支
援
技
術
の
向
上
を
図
り
ま
す
。

指定指導係（事業者指導担当）関係
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障害者支援課が行う調査・監査等 

 

障害者支援課では、定期的に行う実地指導のほか、虚偽の人員配置や架空請求等の不正な

事業所運営、また、施設従事者による障害者虐待が疑われるケース等について監査・調査を

行っております。 

 

 

 

 

１ 障害者総合支援法第48条第1項等に基づき実施する監査について 

 

 障害者支援課では、事業所に対して実地指導や調査を実施する際、通常障害者総合支援法

第10条に基づき実施をしております。 

 

 しかしながら、 

・事業所の運営状況又はサービスの提供状況が、勧告、命令、行政処分（指定取消、効力停

止等）等に該当する疑いがある場合 

・自立支援給付に関する費用の請求について、不正又は著しい不当の疑いがある場合 

につきましては、同法第48条第1項、第51条の3第1項、第51条の27第1項若しくは第2項、第

51条の32第1項に基づき監査を実施することとしております。 

 

 監査において報告、帳簿書類その他の物件の提出を拒否された場合、又は虚偽の報告をさ

れた場合には、行政処分（指定取消、効力停止等）の対象となることがある他、同法第111

条による罰則の対象となることがあります。 

 

 必要がある場合には事前予告なく事業所を訪問させていただくこともありますので、事業

所の皆さまにおかれましては、本市の調査・監査にご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

指定指導係（事業者指導担当）関係
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２ 適切な外出支援の実施について 

 

28健障支第 895号 

平成29年 3月23日 

 

 名古屋市移動支援事業所 管理者様 

 障害福祉サービス事業所 管理者様 

 

名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課長 

 

 

外出支援の適正実施について 

 

 屋外での移動が困難な障害者又は障害児に対して行う外出のための支援（以

下「外出支援」という。）に関する道路運送法上の取り扱いについては、集団指

導（平成24年12月11日開催「居宅介護事業者等が行う有償旅客運送について」別

紙参照）において周知しているところです。 

 しかしながら、道路運送法の許可又は登録を受けていない自家用自動車を使

用して、ヘルパーが運転者となって利用者を乗せて、又は、ヘルパーとは別の職

員が運転者となってヘルパーと利用者を乗せて外出支援を実施し、その運送の

対価として移動支援給付費又は介護給付費を受領するという不適正な事例が確

認されています。 
 
 生活介護事業所等の障害福祉サービス事業所において、当該事業所の利用

を目的とする送迎を行う場合であって、送迎に係るコストを利用者個々か

ら収受しない場合（送迎加算の算定は可能）は、道路運送法の対象とはなら

ず、許可又は登録は必要ありません。 
 
 つきましては、貴事業所における外出支援の実施状況を再度確認し、適正な

外出支援を実施していただきますようお願いします。 

 

 

 

障害者支援課 指定指導係 電話 052-972-3967 

       認定支払係 電話 052-972-2639 

       ＦＡＸ共通 052-972-4149 
 

指定指導係（事業者指導担当）関係
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３ 指定障害福祉サービス事業所等の不正に対する処分 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条において、事業者指

定の取消し、指定の全部若しくは一部効力の停止について規定されています。 

請求の不正等で悪質なものについては、指定の取消し等の行政処分だけでなく、刑法の詐

欺罪として刑事告訴（2014年度に1事案あり）を行うことにもなります。 

また、虚偽の報告等についても、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律第111条、第112条に罰金刑の規定があり、刑事罰が科されることがあります。 

本市に指定権限が移譲された2012年度以降の処分の概要は、次のとおりです。 

（2020年2月1日現在） 

処分 
年月 

サービス種
類 

処分の原因となる事実 処分内容 

2013年 
11月 

就労継続支
援Ａ型 

・管理者及び従業者について、指定申請書類と異なる者

を配置するという不正な方法により指定を受けた。 

・個別支援計画及びアセスメントシートについて、サー

ビス管理責任者が作成したかのように見せかけ、これ

らを偽造した。 

・人員基準上、配置が必要とされる従業者について、必

要な時間数の勤務をしていないにもかかわらず、虚偽

のタイムカードを作成し、人員配置を偽装した。 

指定の一部効力

停止（新規利用

者受入停止３か

月） 

2014年 
2月 

居宅介護 
重度訪問介
護 
同行援護 
移動支援 

・指定・登録申請を行うにあたり、事務室その他設備に

ついて他事業所の写真を添付するとともに、事業所の

実態とは異なる平面図を提出し、虚偽の申請を行うと

いう不正の手段により指定を受けた。 

・管理者及び従業者について、申請書類に記載された勤

務形態通りに配置がなされず人員に関する基準が満

たされないまま、指定・登録を受けた。 

指定・登録の一

部効力停止（新

規利用者受入停

止３か月） 

2014年 
3月 

就労継続支
援 
Ｂ型 

・サービス管理責任者について、常勤の勤務形態が確保

されておらず人員欠如減算を適用しなければならな

いことを知っていたにもかかわらず、減算を適用しな

かった。 

・従業者によるサービス提供が行われない状況が常態

化しており人員配置基準を満たしていなかった。 

・代表者の父であり、利用者でもある者を従たる事業所

に住まわせ、また、その事実を隠蔽しようとした。 

指定取消 

2014年 
8月 

居宅介護 
重度訪問介
護 
同行援護 
行動援護 
移動支援 

・特定の利用者に関し、サービス提供の記録をその都度

作成せず、また、その記録について確認を受けていな

かった。 

・特定の利用者へのサービス提供に関し、実際と異なる

サービス提供の記録を作成し、報酬請求を行い、これ

を受領した。 

指定・登録の一

部効力停止（新

規利用者受入停

止３か月） 

2015年 
7月 

地域活動支
援 

利用者にサービスを提供していない日を、あたかも提供

した日であるかのように装って報酬を請求し、これを受

領した。 

登録取消 
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2015年 
8月 

居宅介護 
重度訪問介
護 
同行援護 

居宅介護サービスを受けていたとする虚偽の提供記録

を作成し、報酬請求を行ったが、実際には、居宅介護サ

ービスを利用した事実はなかった。（介護保険課同時期

処分） 

指定の全部効力

停止（１２か月） 

2015年 
9月 

居宅介護 
重度訪問介
護 

必要な資格を有しないまま従業者が居宅介護及び重度

訪問介護のサービスを提供したにもかかわらず、当該サ

ービスについて給付費の請求を行った。（介護保険課同

時期処分） 

指定取消 

2015年 
9月 

居宅介護 
重度訪問介
護 

一部の従業者が特定の利用者における虚偽の提供記録

を作成し、報酬請求を行った。 

指定の一部効力

停止（新規利用

者受入停止３か

月） 
2016年 

11月 
就労継続支
援Ｂ型 

サービス管理責任者及び常勤配置の直接支援職員が他

の事業所の従業者と兼務できないことを知りながら兼

務を行い、常勤専従要件を満たさないままサービス提供

を行った。 

指定の一部効力

停止（新規利用

者受入停止３か

月） 

2017年 
3月 

居宅介護 
重度訪問介
護 
同行援護 
行動援護 

在宅支援を行わず生活介護事業所でサービス提供を行

ったものについて、居宅介護及び重度訪問介護で不正に

請求を行った。 

指定の一部効力

停止（新規利用

者受入停止１２

か月） 

2017年 
3月 

生活介護 生活介護のサービス管理責任者が、常勤専従で勤務しな

ければならないことを指定当初から知っていたにもか

かわらず兼務を行い、営業時間内に居宅介護及び重度訪

問介護のサービス提供を行っていた。（子ども福祉課同

時期処分） 

指定の一部効力

停止（新規利用

者受入停止１か

月） 

2019年 
5月 

就労継続支
援Ｂ型 

・利用者にサービスを提供していない日を、あたかも提

供した日であるかのように装って報酬を請求し、これ

を受領した。 

・従業者について、申請書類に記載された勤務形態通り

に配置がなされず人員に関する基準が満たされない

まま、指定・登録を受けた。（子ども福祉課同時期処

分） 

指定取消 

2020年 
10月 

就労継続支
援Ａ型 

・指定申請に当たり、実際に勤務しない者（管理者・サ

ービス管理責任者・職業指導員）を記載した組織体制

図、勤務形態一覧表を提出し、虚偽の申請をし、指定

を受けた。 

・指定当初からサービス管理責任者を配置できていな

いにもかかわらず、人員欠如減算を適用せず、給付費

の請求を行った。また、個別支援計画が適切に作成で

きていないにもかかわらず、個別支援計画未作成減算

を適用せず、給付費の請求を行った。 

・管理者及びサービス管理責任者が未配置であったに

もかかわらず、不在期間がない届出書を提出した。ま

た、勤務していない管理者、サービス管理責任者及び

職業指導員のタイムカード及び給与台帳を偽造し、勤

務しているかのように偽装した。 

指定取消 
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2020年 
10月 

就労移行支
援 

・指定申請に当たり、サービス管理責任者の実務経験を

満たしていないにもかかわらず、実務経験を満たすと

の虚偽の申請をし、指定を受けた。 

・指定当初からサービス管理責任者を配置できていな

いにもかかわらず、人員欠如減算を適用せず、給付費

の請求を行った。また、個別支援計画が適切に作成で

きていないにもかかわらず、個別支援計画未作成減算

を適用せず、給付費の請求を行った。 

指定取消 

2021年 
9月 

居宅介護 
重度訪問介
護 
移動支援 

重度訪問介護及び移動支援において、実際にはサービス

提供を行っていないにもかかわらず、法人代表自らがサ

ービス提供を行ったと虚偽の書類を作成し、給付費の請

求を行った。（介護保険課同時期処分） 

指定取消 
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